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1. 環境アセスの進め方について 

 (1)「事前調査」の違法性 

   方法書が提出される以前に「事前調査」と称して、各種観測機器の設置等を強行したこ

とに強く抗議し、即時中止を求めます。 

まず、事業者・政府は、環境アセスの手続きの順序を破りました。政府はこれまで「事

前調査」は環境影響評価法に基づくものではないと説明してきましたが、9 月 17 日の琉球

新報の報道によれば、「事前調査」の結果をアセスに反映させる方針とのことです。アセ

ス法を定めた政府が米国との合意期限を守ることを最優先して自らその手続きを無視し、

市民に対し詭弁を用いてまで推し進めようとしているこの調査は違法とも言えるもので

あり、これを私たちは「環境アセス」と認めることはできません。環境政策において保障

されるべき「正義性」を著しく欠いています。 

また、調査の強行に抗議し抵抗する市民に対し、大砲を搭載した海上自衛隊掃海艇を派

遣して威嚇したことは、民主国家として恥ずべき行為です。国民を守るべき政府が、自ら

の国民に対して軍艦を向けるということを、環境アセスに関連して行ったのです。政府に

よるこのような暴力は、日本の環境アセス史上に大きな汚点を残しただけでなく、今後も

内外の批判を受けることになるでしょう。政府が自ら環境アセスの意義を踏みにじりその

精神を愚弄する最悪の事例を作ってしまった上、さらに事態を悪化させることは避けなけ

ればなりません。 

この事前調査は中止すべきです。 

 

(2) 方法書提出の強行と公告・縦覧の形骸化 

 沖縄県と名護市が受取りを保留したにもかかわらず方法書が提出されたことは環境アセ

スの目的に反するものです。また、公告・縦覧のやり方も、縦覧場所も非常に少なく、閲

覧者が複写することもできないなど、その内容を市民に知ってもらい意見に耳を傾けよう

という姿勢がまったく感じられないものです。縦覧の本来の目的からすれば、方法書をイ
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ンターネットで公開し、縦覧場所や縦覧冊子の数を増やし、貸出しやコピーを可能にすべ

きでしょう。 

今回政府がしたことは、環境アセスを形骸化した手続きとして扱い、事業の免罪符に過

ぎないのだと、自ら国民に示したようなものです。初めから事業の実施ありきで、住民と

対話し環境を守ろうという姿勢も意思もまったく見られません。このまま本来のアセスの

意義をないがしろにしてアセスを続行することは、徒労であり、税金の大きな無駄遣いで

す。 

 

2. 方法書の内容について 

(1) 第 2章（対象事業の目的及び内容）について 

 飛行場の総面積や滑走路の規格、離発着する航空機の詳細、ルート、運用予定等、事業（建

設および運用）についての必要な情報がほとんど記載されていません。これは環境について

の調査、評価の手法を検討する土台がないということです。事業内容を具体的に書けない状

況で、スコーピングができ、調査・評価の方法を具体化できたというのであれば、それはこ

の方法書が信用できない内容であることを自ら露呈しているようなものです。 

 

(2)調査内容（特にジュゴンに関すること）について 

①環境影響評価の項目の選定について 

 表-4.2.2.1（環境影響評価の項目の選定理由）は意味が不明です。この表では「評価項目」

として何を選定したのかわからない表現になっています。「環境影響評価の項目」の欄に記

載されているのは環境要素、影響要因のみで、これらに対応する評価項目がありません。こ

の欄には、たとえば動物の場合であれば「水の濁り」や「騒音」等が記載されるべきです。

また、理由欄に記載されている内容は理由になっておらず、影響を及ぼすと考えられる項目

（つまり評価項目）が記されています。選定理由欄には、たとえば「騒音が動物の聴覚器官

や行動に影響を与える可能性があるため」などの内容が記載されるべきです。 

 このような書き方では、どれだけの項目が評価対象とされるのか具体的にわかりませんが、

動物および生態系については、影響要因として工事用船舶および、おそらく供用時運航する

船舶が欠落しています。さらに、前案のときと同様に弾性波による地質調査を行おうとして

いるのであれば、それは直接的・間接的にジュゴンに対する影響が大きいと考えられます。

工事・存在・供用だけでなく、環境に影響を及ぼす恐れのある「調査」についても記載すべ

きです。以上の例のみを取ってみても評価項目の選定に明らかに不備があります。 

 

②調査手法について 

 調査は影響を予測・評価する基礎データを得るために行うものですから、予測のしかたと

評価のしかたを具体的に設定してから調査の計画を立てるべきです。しかしながら、(3)に
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述べるように、予測・評価手法は、調査結果と過去の知見に基づいて「定性的」に影響を評

価するとしか記載されていません。予測・評価に結び付けて設計されていない調査では、評

価に有用なデータを的確に得ることはできません。 

また、選定された環境影響評価項目として挙げておきながらそれに対応する調査内容が見

当たらないものがあります。ジュゴンの場合、たとえば工事が生息地に及ぼす影響を調べる

ために行う調査は示されておらず、ジュゴンの生息状況と藻場の利用状況を調査するのみで、

工事の影響や基地の存在・供用に着目した調査にはなっていません。ジュゴンおよび生息地

に対する水の濁り、流れや波浪の変化等の影響を評価するため基礎データはどのような調査

から得るのでしょうか。これらは、他地域の文献調査からは得られないはずです。 

 さらに、動植物・生態系の場合、そのものに対する直接的・間接的な影響のほかに、複数

の要因による相乗的な影響、時間の経過とともに蓄積していく影響があり重要であると考え

られますが、これらの点について考慮されていません。 

 スコーピングが不備で適切でない方法書に基づいた調査の結果は漫然としたデータの羅

列になり、影響評価の材料とは成りえないでしょう。どんなに分厚い評価書が提出されたと

してもその内容が環境を保全するものとして有効でなければ膨大な労力と資金を投入して

もまったくの無駄になります。この方法書は方法書の体を為していません。 

 

・ジュゴンの来遊状況の調査について 

 現在、事前調査と称して新基地建設予定海域でのジュゴンの「不在証明」のための様々な

機材の設置が強行されていますが、どれもが科学的な裏づけを欠いた不明瞭で不適切な調査

手法ばかりです。水産庁による 2004 年から 2006 年に渡るジュゴンモニタリングネットワー

クを用いたジュゴンの音響調査は、そもそも水中音響技術を利用してジュゴンの漁網への混

獲を避けるために研究された迷入防止策として研究され、まだまだ開発途上のものです。こ

の研究に関わった専門家によると、この調査はジュゴンの多数生息するタイ国において、半

径 300m 以内のピンポイントが適用範囲であり、しかも「鳴いているもの」だけに反応する

もので、数の極端に少なく、広範囲な調査域のジュゴンの「不在証明」には適さないものだ

そうです。しかも、この装置の配備に関して、専門家への問い合わせや相談すらなかったそ

うです。その他、水中カメラの設定などについても、その撮影視界は全方向でなければ役に

立たないはずで現状の設置状況では裏側は写らず、どこにいるかわからない数の少ないジュ

ゴンの撮影には極めて不適切です。しかも、これらの機材はジュゴンが餌を食べに来る通り

道であるサンゴ礁のクチ（切れ目）への配備であり、ジュゴンにとっては極めて不快であり、

日常生活を脅かす恐れさえあります。どの調査手法を見ても、基地建設計画の推進に都合の

良いように、あちこちの研究者たちの研究蓄積をつまみ食いし、つぎはぎだらけにした生態

系や動物行動学に対する厚顔無恥とも言える事前調査の実態です。 
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・騒音について 

配備される航空機が明らかでない上、普天間レベルの軍用航空機騒音のジュゴンに対する

影響は他地域でも知見がないはずであり、文献による調査のみでは不十分だと考えられます。  

 

・ジュゴン自体に対する影響について 

工事、船舶の運行、航空機の運行などが、直接ジュゴンの身体に及ぼす影響、行動に及ぼ

す影響、ストレスについての調査には言及されていません。他の生息地のジュゴンの反応が

沖縄のジュゴンと共通するとは限らず、また類似の事例が無い場合も考えられることから、

既存の知見の収集のみで評価の材料とするのは危険です。 

 

(3)評価手法について（海草藻場とジュゴン） 

 記載内容にはどのように影響評価を行うのか、具体的なものがほとんどなく評価のために

どのような解析、予測を行うのか全くわかりません。調査結果をどう利用し、何を根拠とし

て影響を予測するのでしょうか。このようなあいまいな手法で「影響は軽微」と結論づけら

れても信用できません。 

 4.4（１）の影響の回避・低減について、は極めて重要な項目であるにもかかわらず、文

章が日本語として意味をなしていない上、あいまいで抽象的であり、これについて何を実施

するのかがわかりません。誰にでも通じる日本語で明確かつ具体的に書くべきです。また、

どのように環境保全措置を取るのか記載がありません。予測評価の結果、どのような基準に

よってゼロオプションも含めた措置を取るのか具体的に書くべきです。特にジュゴンの場合、

個体群は極めて脆弱な状態にあり、本来重点的に保護措置をとるべきところをたとえ低減措

置を講じたとしてもこの事業がジュゴンに影響を与えることは避けられません。ジュゴンを

絶滅に追い込むことは、取り返しがつかないことなのです。この責任は世界的に見ても非常

に重大であり、日本政府の責任が問われるでしょう。 

 また、事後措置についての記載がまったくありません。環境保全措置が遵守されているか

どうか、事後に調査し再評価する内容について具体的に書くべきです。 

 これらの記載がない方法書は環境を保全する手段を担う上で大きな不備・欠陥を持つもの

であり、方法書として決して認める訳にはいきません。 

 

 長年、日本においてジュゴンの研究を続けている粕谷俊雄氏は、沖縄のジュゴンの関わる

環境アセスに対し 2003 年より以下のように厳しい意見を述べ続けておられます。 

『沖縄のジュゴンは歴史的に生息環境が劣化する中で次第に生息域と個体数を縮小し、現在

の危機的なレベルに至った。その保護のためには、環境の改善を図り、個体数を安全なレベ

ルまで回復させることは不可欠である。その保存のためには生息環境や個体数の現状を維持

するのでは将来の生存が保障されることにならない。作業が沖縄のジュゴンに与える影響を
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評価するにあたっては、この現状に留意して、個体数の将来の回復に対してどのような影響

があるかをみるべきである。ジュゴンへの影響が僅かであるから受容するという考えは、い

まの沖縄のジュゴンの保全にとって危険である。』 

 

３．要求 

環境アセス方法書の公告縦覧および事前調査の正義性の欠如、および方法書の科学性の欠

如は、これ以上環境アセスを進めることを意味のないものにしています。地域住民の合意も

沖縄とジュゴンに寄せる全国の市民の想いも無視して、日米両政府による辻褄合わせの作業

だけが強行されることに対し、私たち自然保護に関わる市民は強く抗議し、違法かつ不備な

アセス方法書の撤回と事前調査の即時中止を要求します。 

 


